


1 
 

（ 別 添 ） 

  

沖縄北部テーマパーク事業に係る環境影響評価書に対する答申 

 

 沖縄北部テーマパーク事業（以下「本事業」という。）は、沖縄県今帰

仁村に位置する既存のゴルフ場を活用して、亜熱帯沖縄の魅力ある自然

環境を体感するテーマパークへと再整備することで、沖縄経済の活性化

及び観光立県・沖縄を推進し、観光立国・日本の観光戦略の要として、日

本の観光及び経済に貢献することを目的としている。 

 本事業実施区域（以下「本区域」という。）及びその周辺は、すでにゴ

ルフ場として開発されているが、本区域内には植生自然度が高い樹林地

が残存し、豊かな自然環境が維持されており、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少

野生動植物種に指定されているオキナワコキクガシラコウモリ、イボイ

モリ等の貴重な動植物の生息及び生育場所となっている。 

 本事業では、こうした地域特性を踏まえ、配慮書時から自然度が高い樹

林地を保全することを検討しており、環境影響評価の結果、多くの環境要

素においては、環境保全措置の検討結果を踏まえ本事業による影響は極

めて小さいと評価されている。しかしながら、環境への影響を極力低減す

ることに努めることは重要であり、事業計画の具体化に当たっては、環境

保全措置の内容が十全なものとなるよう、改めて客観的かつ科学的な検

討を行う必要がある。 

 以上を踏まえ、下記の事項について勘案させた上で、評価書の記載事項

に検討を加えて補正させ、本区域及びその周辺の生活環境並びに自然環

境の保全に万全の対策を講じさせること。 

 

記 

 

１ 総論 

（１）関係機関等との連携及び地域住民等への説明  
本事業は、工事に伴う走行車両や施設利用者の走行車両等の大幅な増

加、供用に伴う騒音等に対する生活環境への影響や、本区域を水源とし

た農業用水の取水量への影響に関する地域住民の懸念の声があり、ま

た、県内では農薬等の散布により住民に不安を与えた事例がある。この

ため、事業計画の今後の検討及び事業の実施に当たっては、関係機関等

と調整を十分に行わせ、周辺地域の安全及び安心に配慮させ、引き続

き、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行わせること。また、苦情

があった際の対応について、環境保全措置の項目に記載させること。  
 
（２）調査・予測・評価の再実施  
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事業計画の具体化に際し、工事着手前又は工事中に、現段階で予測し

得なかった環境変化が生じるおそれがある場合には、その変化の状況に

応じ、最新の知見等に基づき、環境影響評価を改めて実施させ、必要に

応じ、適切な環境保全措置を講じさせること。また、講じる環境保全措

置等については、事前に環境影響評価の結果を記載した図書を提出させ

ること。  
 

（３）事業計画等について   
ア 事業計画について、全体の規模や施設の詳細等がより具体的な内容

となるよう補正後の評価書（以下「補正評価書」という。）に記載さ

せるよう努めさせること。  
 
イ 工事に伴い発生する残土の処理について、場内での仮置きに伴う赤

土等の流出、粉じんの飛散等を防止するための環境保全措置を補正評

価書に記載させること。  
 
ウ 沈砂池については、適宜浚渫等の維持管理に努めるとしているが、

維持管理により生じた堆積土砂を乾燥させ盛土材として再利用する

場合には、乾燥させるためのスペースの確保や赤土等流出防止対策が

必要となることから、浚渫後の堆積土砂の処理に関する具体的な内容

を補正評価書に記載させるとともに、講じた内容については事後調査

報告書に記載させること。  
 
エ 給水計画について、給水の安定性確保のため敷地内に新たに４か所

整備することを検討している井戸のうち、未掘削の１本については、

他の３井戸の水量で予定給水量をまかなえるとして、全体給水量に含

めておらず、環境影響評価についても実施していない。当該井戸の使

用が決定した際には、水象及び関係する項目について、上記（２）の

とおり対応させること。  
 

（４）環境保全措置の検討等について  
 陸域植物及び陸域動物における外来種対策については、施設等の存

在及び供用時のみならず、工事の実施時においても工事関係者と連携

させ、環境保全措置として防除等を実施させること。また、防除等の実

施状況については、事後調査報告書に記載させること。特にツルヒヨ

ドリについては、工事により侵入することが考えられるため、工事関

係者へ周知を図り、早期発見及び防除等に努めさせること。  
 

２ 各論  
（１）赤土等による水の濁り 
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本事業による工事では盛土区域が広範囲にわたることに加え、盛土に

使用される土砂は、濁水の発生源ともなる国頭マージ等が予定されてい

る。国頭マージは受食性土壌であり、透水性も低く分散率も大きいこと

から、対策工箇所での侵食による濁水の発生などが懸念される。また、

近年の気候変動を踏まえると降雨状況についても不確実性はあると考

えることから、沈砂池からの放流水の SS 値測定等、管理する手法につ

いて検討させること。さらに、沈砂池の維持管理、SS 値測定等の手法

については、補正評価書に適切に記載させること。  
 

（２）水の汚れ 

温泉排水について、温泉水の成分に不確実性があると判断し、環境保

全措置の効果及び予測結果の検証のために事後調査を実施するとして

いるが、当該項目に関する事後調査計画の詳細な記載がないことから、

補正評価書に適切に記載させること。  
 

（３）陸域植物  
ア 重要な植物の移植地について、日照状況や土壌環境等を調査し類似

の環境を選定しているが、選定した地点については、移植後の遷移状

況についても勘案させること。特に、本事業で移植するとしているオ

キナワミゾイチゴツナギについては、人為的な影響を受けた草地環境

での生育に適しているが、移植後に維持管理を最小にすることで周辺

環境が遷移し、生育に適さない環境となることも考えられることか

ら、移植地については、再移植することがないよう慎重に選定させる

こと。  
 

イ 移植した植物の生育状況について、他事業を参考に健全度を指標と

した調査をするとしている。健全度については明確な定義の基に実施

している事業はなく、各事業者が独自に設定した基準であり、移植し

た種によっては地上部が確認できない場合に「生存」「枯死」「不明」

など、事業により判断が異なっている。このため、当該指標の定義を

写真等により客観的に定めた上で、地上部の確認ができず生育状況が

判断できない個体については、枯死とした上で移植個体の生存率を算

出させること。  
 
（４）陸域動物・生態系  
ア 本区域周辺では、ツミの営巣や採餌の環境として適した植生となっ

ており、本区域周辺では営巣が確認されていることから、事業の実施

がツミの営巣環境に影響を及ぼすおそれがある。このため、ツミの繁

殖状況等について事後調査を実施し、事業の影響を把握させること。

また、調査時期については、工事着手前及び工事中における、ツミの
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各繁殖ステージを考慮した調査時期を設定させ、行動圏やその内部構

造等を推定させた上で、工事計画の調整等の環境保全措置の検討を行

わせること。  
 

イ 航空機騒音の海鳥に対する影響に関する既往事例を参考に、騒音に

対する鳥類への影響について、約６割の鳥類が警戒行動を行う 70dB
を基準としているが、当該基準が鳥類全般に該当するかについては不

確実性がある。本区域及びその周辺は元々静穏な環境であることを踏

まえると、ツミの事後調査を実施する際には、事業実施により発生す

る騒音の影響についても把握させ、営巣環境の変化、営巣状況につい

て、調査させた上で、事業の影響及び環境保全措置の効果を客観的に

評価させること。  
 

３ その他  
本評価書においては、必要な情報の記載漏れや記載ミス等のある項目、

具体性に欠ける内容が見られることから、改めて本評価書全体を見直し、

必要な箇所の追記・修正を行い、正確な図書の作成に努めさせること。  


